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(証券コード 4392)
2026年３月10日

（電子提供措置の開始日 2026年３月６日）
株 主 各 位

大分県大分市東大道二丁目５番60号
ＦＩＧ株式会社

代表取締役社長 村井 雄司

第８回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第８回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第８回定時株主総会招集ご通知」及び「第８回定時株主総会その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト (https://figinc.swcms.net/ja/ir/stock/meeting.html)

また、上記のほか、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載しておりますので、下記にアクセ
スして、銘柄名（会社名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」
を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

東京証券取引所ウェブサイト
(https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show)

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面により議決権を行使することが
できますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、３〜４ページの記載に従
って、2026年３月27日（金曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申
し上げます。

敬 具
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記

１．日 時 2026年３月30日（月曜日） 午前10時30分（受付開始：午前10時）
２．場 所 大分県大分市高砂町２番48号

ホテル日航大分オアシスタワー ５階 孔雀の間
３．会議の目的事項

報告事項 １．第８期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算
書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第８期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

以 上

【議決権の行使等についてのご案内】
◎株主様ご本人に代わって、当社の議決権を有する他の株主１名を代理人として株主総会にご出席いただく
ことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

◎議決権行使書による議決権行使において、各議案に賛否の記載がない場合は、賛成の表示があったものと
して取扱いさせていただきます。

【お願い】
◎当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
◎株主様ではない代理人及びご同伴の方、お子様など、株主様以外の方は総会にご出席いただけませんの
で、ご注意願います。

【その他本招集ご通知に関する事項】
◎書面交付請求をされていない株主様には、法令で定める事項に加えて、株主総会参考書類のみを記載した
書面をご送付しております。

◎電子提供措置事項のうち、「会社の新株予約権等に関する事項」「業務の適正を確保するための体制及び当
該体制の運用状況」「連結注記表」「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書
面交付請求された株主様へご送付している書面には記載しておりません。なお監査等委員会及び会計監査
人は上記の事項を含む監査対象書類を監査しております。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正した旨、修正前の事項及び
修正後の事項を掲載させていただきます。

◎本株主総会終了後、同会場において「経営戦略説明会」を開催いたします。お時間の許す株主様におかれ
ましては引き続きご参加くださいますようご案内申し上げます。
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議決権行使書

詳細は次ページをご覧ください。 詳細は次ページをご覧ください。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、次のいずれかの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席されない場合
インターネットによるご行使 書面によるご行使

「スマート行使」による
ご行使

議決権行使コード・パスワード
入力によるご行使

同封の議決権行使書用紙のQRコー
ドをスマートフォンかタブレット端末
で読み取ります。
※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの
登録商標です。

パソコン、スマートフォン等から、
次の議決権行使ウェブサイトにアクセ
スし、画面の案内に従って、各議案に
対する賛否をご登録ください。

議決権行使ウェブサイト▶

https://www.web54.net

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示いただき、行使期限
までに到達するようご返送ください。

行使期限
2026年３月27日（金曜日）

午後６時

行使期限
2026年３月27日（金曜日）

午後６時

行使期限
2026年３月27日（金曜日）

午後６時

株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、
会場受付にご提出ください。

株主総会開催日時
2026年３月30日（月曜日）

午前10時30分

インターネット等による議決権行使についての注意事項
※書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものといたしま
す。インターネット等により複数回数、又はパソコン、スマートフォン等で重複して議決権を行使された場合は、最後に行使されたも
のを有効な議決権行使として取り扱うことといたします。
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（2）�上記（1）以外のご照会（住所・株式数など）
は、右記にお問い合わせください。

（1）�インターネットでの議決権行使に関する
パソコン等の操作方法がご不明な場合
は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
ふ0120(652)031（受付時間9：00～21：00）

② 証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）
三井住友信託銀行 証券代行部
ふ0120(782)031（受付時間 土日休日を除く 9：00～17：00）

① 証券会社に口座をお持ちの株主様
お取引きの証券会社あてにお問い合わせください。

議決権行使コード・パスワード入力によるご行使

「スマート行使」によるご行使

以
降
は
画
面
の
入
力
案
内
に
従
っ
て

賛
否
を
ご
入
力
く
だ
さ
い
。

ログイン２

お手元の議決権行使書用紙に記
載された「議決権行使コード」
を入力し、｢ログイン」をクリック

パスワードの入力3

お手元の議決権行使書用紙に記
載された「パスワード」を入力し、
実際にご使用になる新しいパス
ワードを設定

議決権行使ウェブサイト
にアクセス1

https://www.web54.net
「次へすすむ」をクリック

ウェブ行使

　同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権
行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくこと�
により、「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力せずに�
議決権を行使できます。

「スマート行使」ご利用イメージ

詳しくは同封の案内チラシをご覧ください

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権
行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」
をご入力いただく必要があります。

！

■「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」の利用について
機関投資家の皆さまは、㈱ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」をご利用
いただくことができます。
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株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項
当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主の皆様に対する利益還元を行うことを重要な経営課題と認識

しております。将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を
実施していくことを基本方針とし、連結配当性向30％以上を基準として配当を実施することといたしま
す。
当期の期末配当につきましては、本方針と当期の財務状況、業績動向、株主の皆様への利益還元の重要

性を総合的に勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

（１）配当財産の種類
金銭

（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金10円
総額303,743,320円

（３）剰余金の配当が効力を生じる日
2026年３月31日（火）
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（４名）は、本総会
終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。
各候補者は、独立社外取締役である監査等委員３名が委員を務める任意の指名報酬委員会において、取締役

として適任であるかについて審議されております。監査等委員会においても、任意の指名報酬委員会の審議内
容を踏まえて協議した結果、指名手続きは適切に行われており、各候補者は、当社の取締役として適任である
と判断しております。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職 所有する当

社の株式数

１

再任

村
むら

井
い
雄
ゆう

司
じ

（1964年７月15日生）

2002 年12月 モバイルクリエイト㈱代表取締役社長（現任）
2015 年６月 ㈱石井工作研究所（現REALIZE㈱）取締役（現任）
2018 年７月 当社 代表取締役社長（現任）
2019 年12月 ㈱ケイティーエス取締役（現任）
2022 年３月 ㈱匠取締役（現任）
2024 年６月 大分県ドローン協議会 会長（現任）

206,100株

【候補者とした理由】
村井雄司氏は、当社グループの中核企業であるモバイルクリエイト㈱の創業者として、幅広い分野に
おいて培った経験と企業経営者としての豊富な知識を有しており、2018年7月の当社設立とともに代
表取締役社長に就任しました。当社グループを成長に導いた強力なリーダーシップと実績に裏付けら
れた決断力・実行力により、今後も持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献していただける
と判断し選任しております。

２

再任

岐
き
部
べ
和
かず

久
ひさ

（1971年10月21日生）

2007年２月 ㈱さとうベネック入社経理部長
2012年11月 モバイルクリエイト㈱入社経理課長
2013年11月 沖縄ＩＣカード㈱監査役（現任）
2015年６月 ㈱石井工作研究所（現REALIZE㈱）取締役
2015年８月 モバイルクリエイト㈱取締役（現任）
2018年７月 当社 取締役
2021年３月 当社取締役常務執行役員
2022年４月 当社取締役常務執行役員経営企画本部長（現任）
2022年８月 ㈱匠取締役（現任）
2024年３月 REALIZE㈱取締役（現任）

33,100株

【候補者とした理由】
岐部和久氏は、当社グループの中核企業であるモバイルクリエイト㈱に入社以来、同社管理部門、経
営企画部門の要職を歴任し、2018年7月の当社設立とともに取締役に就任、2022年4月からは経営企
画本部長を務めております。当社の広報・IR部門担当取締役としての専門性の高い知識と経験を活か
し、当社グループの企業価値向上に大きく寄与していただけると判断し選任しております。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職 所有する当

社の株式数

３

再任

阿知
あ ち は

波 孝
たか

典
のり

（1962年２月９日生）

1985年４月 ㈱大分銀行入行
2007年３月 同行 大在支店長
2011年７月 大分ベンチャーキャピタル㈱代表取締役
2014年６月 ㈱大分銀行法人営業支援部長
2015年６月 同行 執行役員法人営業支援部長
2016年６月 同行 執行役員別府支店長
2017年７月 モバイルクリエイト㈱入社 参与
2017年７月 ㈱石井工作研究所（現REALIZE㈱）経営企画室長
2018年３月 同社 取締役（現任）
2018年７月 モバイルクリエイト㈱取締役（現任）
2019年３月 当社 取締役
2019年12月 ㈱ケイティーエス取締役（現任）
2021年３月 当社取締役常務執行役員
2022年４月 当社取締役常務執行役員グループ統括本部長（現任）
2022年８月 ㈱匠代表取締役社長（現任）

27,100株

【候補者とした理由】
阿知波孝典氏は、長年にわたり金融機関等に携わった豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社グ
ループの中核企業である㈱石井工作研究所（現 REALIZE㈱）に入社以来、同社経営企画部門の要職を
歴任し、2018年7月の当社設立とともにグループ統括部長、2019年3月には取締役に就任、2022年
4月からはグループ統括本部長を務めております。金融機関における豊富な経験と高度な知識を活か
し、当社グループの企業価値向上に大きく寄与していただけると判断し選任しております。

４

再任 社外 独立

奥
おく

山
やま

由実子
ゆ み こ

（1964年12月９日生）

1989年 4 月 ㈱バイリンガル 営業部門
1993年 6 月 IMA CONSULTING,LLC.創業 代表取締役
2006年６月 ㈱イマジナ創業 代表取締役COO
2017年５月 ㈱カルチャリア設立 代表取締役社長（現任）
2024年 9 月 ㈱GSIクレオス 執行役員(戦略人事専任)(現任)
2025年 3 月 当社 取締役（現任）

−株

【候補者とした理由及び期待される役割の概要】
奥山由実子氏は、経営者であり、組織・人事コンサルタントとしての豊富な知識と経験を有しており、
1993年より組織・人事コンサルティング会社を数社経営し、企業ブランディング、人事戦略設計や
グローバル人材育成に努めております。人事戦略における豊富な経験と幅広い知見を活かし、当社グ
ループの人的資本経営に大きく寄与していただけると判断し選任しております。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．奥山由実子氏は社外取締役候補者であります。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をも

って１年であります。
３．当社は、奥山由実子氏との間で会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任について、責任限度

額を法令が規定した額とする責任限定契約を締結しております。なお、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間
で当該契約を継続する予定であります。

４．当社は、優秀な人財確保、職務執行の萎縮の防止のため、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、2026年
８月更新予定です。本議案でお諮りする取締役候補者の選任が承認され取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険
者となります。なお、当該保険契約の内容の概要等は、事業報告「３．会社役員に関する事項（3）役員等賠償責任保険
契約の内容の概要」に記載のとおりであります。

５．奥山由実子氏は、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める独立性基準及び当社の定める独立役員選定基準を満たして
おり、同氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

2026年02月27日 11時24分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 8 ―

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監
査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職 所有する当

社の株式数

１

再任 社外 独立

大
おお

呂
ろ
紗智子
さ ち こ

（1978年１月20日生）

2001年４月 農林水産省入省
2003年３月 同省退職
2010年12月 弁護士登録
2010年12月 弁護士法人アゴラ 入所
2014年11月 特定非営利活動法人おおいた子ども支援ネット理事
2021年６月 ㈱大分銀行社外取締役（監査等委員）
2022年３月 当社取締役（監査等委員）（現任）
2025年５月 S＆W国際法律事務所 入所（現任）

−株

【候補者とした理由及び期待される役割の概要】
大呂紗智子氏は、弁護士として高い見識及び法令に関する専門知識を有しております。社外取締役以
外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、これまで培われた知識や経験を活かし、経営
から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に期待できる人物と判断し、監
査等委員である取締役候補者といたしました。

２

再任 社外 独立

木
きの

下
した

佳
よし

明
あき

（1959年5月5日生）

1978年４月 熊本国税局入局
2008年７月 町田税務署副署長
2017年７月 別府税務署長
2019年７月 熊本国税局調査査察部長
2020年 9 月 税理士登録

木下税理士事務所 代表
2025年３月 当社取締役（監査等委員）（現任）
2026年１月 税理士法人羽生会計事務所 大分事務所 所長（現任）

−株

【候補者とした理由及び期待される役割の概要】
木下佳明氏は、長年にわたる国税局での勤務経験と税理士としての専門知識と財務及び会計に関する
豊富な知見を有しております。これまで培われた知識や経験を活かし、経営から独立した立場で取締
役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に期待できる人物と判断し、監査等委員である取締役候
補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職 所有する当

社の株式数

３

新任 社外 独立

後
ご
藤
とう

哲
てつ

憲
のり

（1953年９月28日生）

1976年４月 ㈱大分銀行入行
2006年 6 月 同行 取締役
2008年６月 同行 常務取締役
2011年 6 月 ㈱オーシー 代表取締役副社長
2012年 6 月 同社 代表取締役社長
2022年 6 月 同社 代表取締役会長
2024年９月 当社 非常勤顧問（現任）

−株

【候補者とした理由及び期待される役割の概要】
後藤哲憲氏は、長年の金融機関での職務及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営
から独立した立場で取締役会の意思決定機能及び監督機能の実効性強化が期待できる人物であると判
断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．大呂紗智子氏、木下佳明氏及び後藤哲憲氏は社外取締役候補者であります。なお、大呂紗智子氏の当社監査等委員である

社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって４年、木下佳明氏の当社監査等委員である社外取締役と
しての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって１年であります。

３．当社は、大呂紗智子氏及び木下佳明氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任に
ついて、責任限度額を法令が規定した額とする責任限定契約を締結しております。なお、両氏の再任が承認された場合、
当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、後藤哲憲氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間
で当該契約を締結する予定であります。

４．当社は、優秀な人材確保、職務執行の萎縮の防止のため、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、2026年
８月更新予定です。本議案でお諮りする取締役候補者の選任が承認され取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険
者となります。なお、当該保険契約の内容の概要等は、事業報告「３．会社役員に関する事項（3）役員等賠償責任保険
契約の内容の概要」に記載のとおりであります。

５．大呂紗智子氏、木下佳明氏及び後藤哲憲氏は、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める独立性基準及び当社の定める
独立役員選定基準を満たしており、大呂紗智子氏及び木下佳明氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独
立役員として届け出ております。また、後藤哲憲氏の選任が承認された場合には、同氏を独立役員として両取引所に届け
出る予定であります。
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第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役
１名の選任をお願いするものであります。
本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会決議によりその

選任を取り消すことができるものとします。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
氏 名

（生 年 月 日） 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職 所有する当
社の株式数

社外 独立

奥
おく

山
やま

由実子
ゆ み こ

（1964年12月９日生）

1989年 4 月 ㈱バイリンガル 営業部門
1993年 6 月 IMA CONSULTING,LLC.創業 代表取締役
2006年６月 ㈱イマジナ創業 代表取締役COO
2017年５月 ㈱カルチャリア設立 代表取締役社長（現任）
2024年 9 月 ㈱GSIクレオス 執行役員(戦略人事専任)(現任)
2025年３月 当社 取締役(現任)

−株

【候補者とした理由及び期待される役割の概要】
奥山由実子氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。これまで培わ
れてきた知識や経験を活かし、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に
期待できる人物と判断し、補欠の監査等委員である取締役候補者といたしました。
（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．奥山由実子氏は補欠の監査等委員である社外取締役の候補者であります。また、現に当社の社外取締役であり、社外取締
役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって１年であります。

３．奥山由実子氏は、第２号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」が原案どおり承認可決された
場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に就任する予定ですが、監査等委員である取締役が法令に定める員数
を欠くことになる場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定
であります。また独立役員としての届出、責任限定契約、役員等賠償責任保険契約については、監査等委員である取締役
に就任後も同様とする予定です。

以 上
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事 業 報 告
自 2025 年１月１日
至 2025 年12月31日

１．企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度における当社グループを取り巻く事業環境は、国内においては労働力不足を背景とした自
動化・省人化ニーズが引き続き高まる一方、米国の通商政策動向等を背景に、一部業界では設備投資判断に
慎重な動きも見られました。
このような環境のもと、当社グループは、中長期的な成長を見据え、ロボット事業における研究開発及び

営業体制の強化を中心とした先行投資を継続するとともに、ペイメント事業の新規事業領域拡大とIoT事業
の基盤拡大に取り組んでまいりました。
IoTセグメントにおいては、公共交通及び物流分野を中心にサービス導入が堅調に推移しました。また、

事業ポートフォリオ見直しにより、業績が低迷していた一部事業を売却するなど、資本効率を意識した経営
を推進してまいりました。
マシーンセグメントにおいては、一部案件における受注時期の後ろ倒しにより、売上高の計上時期に影響

が生じましたが、海外市場や先端半導体工程向けのビジネス展開に向けて研究開発を推進するとともに、ロ
ボット事業における技術開発力の強化を進め、今後の成長に向けた基盤構築は着実に進捗しております。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は13,318百万円（前年同期比10.8％増）、営業利益は834百万円

（同129.3％増）、経常利益は826百万円（同110.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は783百万円
（前年同期は1,412百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。

報告セグメント別の業績は、次のとおりであります。

＜ＩｏＴ＞
モバイルクリエイトのIoTサービスは、引き続き成長基調で推移しました。特にペイメント事業について

は、公共交通分野への導入拡大に加えて自治体への導入が進むなど、単一分野依存から複数領域へとキャッ
シュレス決済基盤の横展開が進展しております。
一方で、ケイティーエスのホテルマルチメディアシステムにつきましては、苦戦が続き顧客基盤が縮小し

たため、現在はサービス内容及び営業体制の見直しを進め、立て直しを図っております。
この結果、外部顧客への売上高は、9,282百万円（前年同期比10.4％増）、営業利益は1,527百万円（同

42.6％増）となりました。

＜マシーン＞
マシーンセグメントにおいては、一部案件の受注時期が後ろ倒しとなり売上高の計上時期に影響が生じた

ものの、期末に向けて受注は回復基調となり、通期としては堅調な受注実績を確保いたしました。
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また、半導体・自動車関連メーカー向けに、自動化ニーズを捉えた装置とロボットの統合ソリューション
提案を推進しました。ロボット技術の高度化と営業体制強化への継続投資を通じて、中長期的な収益拡大に
つながる受注基盤の構築を進めております。
この結果、外部顧客への売上高は、4,035百万円（前年同期比13.8％増）、営業利益は410百万円（同

27.1％増）となりました。

(2) 資金調達の状況
当連結会計年度において、当社グループの所要資金として、金融機関より長期借入金として1,100百万円

の調達を行いました。

(3) 設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資の総額は638百万円であり、主な内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 ロボット評価設備等 49 百万円

ソフトウエア 制作費用等 392 百万円

(4) 財産及び損益の状況

区 分 第５期
（2022年12月期）

第６期
（2023年12月期）

第７期
（2024年12月期）

第８期
（当連結会計年度）
（2025年12月期）

売 上 高 （百万円） 12,914 13,534 12,016 13,318

営 業 利 益 （百万円） 932 723 363 834

経 常 利 益 （百万円） 964 715 393 826
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失(△) （百万円） 685 210 △1,412 783
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△) （円） 23.36 6.97 △46.72 25.83

総 資 産 （百万円） 21,463 22,835 15,895 15,640

純 資 産 （百万円） 9,709 9,595 8,172 8,863

１株当たり純資産額 （円） 318.35 313.31 265.87 287.47
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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(5) 対処すべき課題
当社グループは、「想像と技術と情熱で快適な未来を創造」を経営理念とし、「笑顔になれる企業グルー

プ」をVisionとしております。
当社グループは、Smart Societyの実現を通じて社会課題の解決と持続的成長の両立を目指し、IoT・ペ

イメント分野及びロボット・オートメーション分野において社会と人の役に立つことを使命として、笑顔が
溢れる持続可能な社会の実現に貢献します。
外部環境が大きく変化し、技術革新や市場ニーズの変化が加速する中で、この経営理念とVisionを実現

し、当社グループが中長期的に企業価値を向上させていくため、以下の課題に取り組んでまいります。
①技術力を核とした競争優位性の強化
AI・デジタル技術の進展により、IoT・ロボット分野における技術革新のスピードは一層加速しておりま

す。当社グループでは、AI活用・知能化技術を含む研究開発力を継続的に強化し、ハードウエアとソフトウ
エアを融合した付加価値の高い製品・サービスの創出を進めることで、競争優位性の確立に取り組んでまい
ります。
②顧客価値を最大化するサービスモデルの進化
単なる製品提供にとどまらず、顧客の課題解決に直結するサービス型ビジネスへの転換が重要性を増して

おります。当社グループでは、IoT・ペイメント分野を中心としたサブスクリプション型ビジネスの拡大に
加え、価格競争力と付加価値を両立するサービスモデルの構築を進め、安定的かつ持続的な収益基盤の確立
を図ってまいります。
③成長分野への戦略的投資と事業ポートフォリオの最適化
人口減少・人手不足を背景に、自動化・省人化・無人化へのニーズは今後も拡大が見込まれます。当社グ

ループでは、成長が見込まれるペイメント及びロボット分野を中心に戦略的な成長投資を行うとともに、事
業ポートフォリオの最適化を通じて、資本・資産効率の向上に取り組んでまいります。
④人的資本への投資と多様な人財が活躍できる環境整備
持続的成長の源泉は人財であり、技術者を始めとする優秀な人財の確保・育成は引き続き重要な課題で

す。当社グループでは、グループの価値観を共有し、グループ人財公募制度等によるグループ横断での人財
活用や、自己啓発支援制度や資格取得支援制度等の育成施策を通じて人的資本の価値を最大化することを目
指しております。加えて、コミュニケーション活性化施策や福利厚生制度の充実、多様な働き方を支える環
境整備を進め、人財が長期的に活躍できる基盤づくりに取り組んでまいります。
⑤資本コストを意識した経営、ガバナンスの高度化及びESG・SDGsへの取組
物価上昇や金利環境の変化により、資本コストや投資判断に対する市場の目線は一段と厳しさを増してお

ります。当社グループでは、ROEや資本効率を重視した経営判断を行うとともに、グループ全体の経営管理
体制及びガバナンスの高度化を図り、中長期的な企業価値向上を目指してまいります。
また、事業活動そのものがサステナブルな社会の実現に直結する取組を推進し、Smart Societyを支える

技術革新やサービス、環境負荷低減に貢献するサービスを通じて、経済発展と社会課題解決の両立に努めて
まいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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(6) 重要な親会社及び子会社の状況
①親会社の状況
該当事項はありません。

②重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容 所在地

モバイルクリエイト株式会社 300百万円 100.0％ 移動体管理システムの開発・販売・レンタル・リース並びに
これらに付随する通信・アプリケーションのサービス及び保守等

大分県
大分市

REALIZE株式会社 300百万円 100.0％ 半導体・自動車関連製造装置及び金型等の製
造・販売、並びにロボットの製造

大分県
大分市

株式会社ケイティーエス 98百万円 100.0％ ホテル事業者向けのマルチメディアシステムの開発・
運用・保守及び半導体の基板事業、製造装置事業

大分県
杵築市

株式会社プライムキャスト 30百万円 100.0％ 物流向けシステム及びバーチャルリアリティ
システム関連ソリューションの開発

東京都
品川区

株式会社CAOS 50 百万円 100.0％ 決済・ロボット・情報技術などグループの戦
略的な新商品・サービスの開発

大分県
大分市

沖縄モバイルクリエイト株式会社 20百万円 100.0％ 沖縄県におけるモバイルクリエイト社提供の
情報通信システムの保守・管理等

沖縄県
那覇市

株式会社トラン 70百万円 100.0％ 観光タクシー・バス事業及び定額タクシー事
業

東京都
品川区

株式会社Ｍ．Ｒ．Ｌ 20百万円 100.0％ モバイルクリエイト社製品のレンタル・リー
ス

大分県
大分市

Mobile Create USA, Inc. 55 万USドル 100.0％ モバイルクリエイト社製品の米国における製
造販売及び新規事業創出

米国
カリフォルニア州

InfoTrack Telematics Pte. Ltd. 542 万USドル 67.9％ 運輸・物流業における位置情報サービスの提
供 シンガポール

InfoTrack Telematics Pvt. Ltd. 4,850 万インドルピー 67.9％ 運輸・物流業における位置情報サービスの提
供

インド
ベンガルール

ciRobotics株式会社 45百万円 100.0％ 無人飛行機及びロボット制御システムの研究・
開発・製造・施工・保守管理・販売及び輸出入

大分県
大分市

Thai K.T.R Co., Ltd. 200 万バーツ 49.0％ ホテルマルチメディアシステムの販売
グループ会社へのタイからの部材調達

タイ
バンコク

（注）１．議決権比率は、間接保有を含んでおります。
２．2025年４月１日付で、当社連結子会社であった株式会社オプトエスピー（現：株式会社博報堂SYNVOICE）の全株式を

譲渡したため、重要な子会社から除外しております。
３．Thai K.T.R Co.,Ltd.は、当社の議決権比率が49.0％でありますが、支配力基準の適用により連結子会社としております。

③当事業年度末日における特定完全子会社の状況
会社名 所在地 株式の帳簿価額 当社の総資産額

モバイルクリエイト株式会社
大分県大分市東大道二丁目５番60号

2,771 百万円
9,740 百万円

REALIZE株式会社 3,687 百万円
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(7) 主要な事業内容（2025年12月31日現在）
事 業 主要な事業内容

Ｉ o Ｔ

移動体管理システムの開発・販売・レンタル・リース・運用・保守等
ホテル事業者向けのマルチメディアシステムの開発・運用・保守等
無人飛行機及びロボット制御システムの研究・開発・製造・販売・保守等
物流向けシステム及びバーチャルリアリティシステム関連ソリューションの開発等
観光タクシー・バス事業及び定額タクシー事業等

マ シ ー ン 半導体・自動車関連製造装置・金型・搬送ロボット等の製造・販売等

(8) 主要な営業所（2025年12月31日現在）
名 称 所 在 地
本 社 大分県大分市

（注）子会社の所在地は、前述の「（6）重要な親会社及び子会社の状況」に記載のとおりです。

(9) 従業員の状況（2025年12月31日現在）
①当社グループ

従業員数 前連結会計年度末比増減
668 名 45 名減

（注）１．従業員数は就業員数であり、当社グループ外への出向者（２名）は含まれておりません。
２．上記従業員数に臨時従業員（派遣社員及びパート社員）74名は含まれておりません。

②当社
従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

75 名 − 名 43.6 歳 9.85 年

（注）当社従業員のうち他社からの出向者の勤続年数は、各社での勤続年数を通算しております。

(10) 主要な借入先及び借入額（2025年12月31日現在）
借 入 先 借入金残高

株式会社大分銀行 1,135 百万円

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 473 百万円

株式会社三井住友銀行 426 百万円

株式会社伊予銀行 380 百万円

株式会社みずほ銀行 313 百万円

株式会社福岡銀行 194 百万円

三井住友信託銀行株式会社 193 百万円

株式会社北洋銀行 183 百万円
（注）上記借入金残高の他に、下記社債の当連結会計年度末残高があります。

マッコーリー・バンク・リミテッド 無担保転換社債型新株予約権付社債 500百万円
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２．会社の株式に関する事項（2025年12月31日現在）
(1) 発行可能株式総数 70,000,000 株
(2) 発行済株式の総数 31,593,115 株
(3) 株主数 17,884 名
(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持株比率

フューチャー株式会社 7,189,300 株 23.66 ％

ＦＩＧ従業員持株会 873,183 株 2.87 ％

株式会社大分銀行 487,500 株 1.60 ％

第一交通産業株式会社 400,000 株 1.31 ％

青木 義行 400,000 株 1.31 ％

岩瀬 英一郎 373,872 株 1.23 ％

MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC 266,600 株 0.87 ％

山本 治之 248,300 株 0.81 ％

株式会社ゼンリンデータコム 228,000 株 0.75 ％

村井 雄司 206,100 株 0.67 ％

（注）１．当社は、自己株式1,218,783株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して算出しております。
３．2025年５月16日付で譲渡制限付株式報酬として普通株式を発行したことにより、発行済株式の総数が118,800株増加し

ております。

(5) 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況
当事業年度中、譲渡制限付株式報酬制度に基づいて、下記のとおり株式を交付しております。

区分 株式数 交付対象者数

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く） 62,400 株 ３ 名
（注）１．監査等委員である取締役に対し、株式の交付は行っておりません。

２．上記のほか、執行役員９名に対して56,400株を付与しております。
３．当社の株式報酬の内容につきましては、「３．会社役員に関する事項（4）取締役の報酬等」に記載しております。
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３．会社役員に関する事項
(1) 取締役の状況（2025年12月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 村 井 雄 司

モバイルクリエイト㈱ 代表取締役社長
REALIZE㈱ 取締役
㈱ケイティーエス 取締役
㈱匠 取締役
大分県ドローン協議会 会長

取 締 役 岐 部 和 久

常務執行役員経営企画本部長
モバイルクリエイト㈱ 取締役
REALIZE㈱ 取締役
㈱匠 取締役
沖縄ＩＣカード㈱ 監査役

取 締 役 阿知波 孝 典

常務執行役員グループ統括本部長
モバイルクリエイト㈱ 取締役
REALIZE㈱ 取締役
㈱ケイティーエス 取締役
㈱匠 代表取締役社長

取 締 役 奥 山 由実子 ㈱カルチャリア 代表取締役社長
㈱GSIクレオス 執行役員（戦略人事専任）

取 締 役
（常勤監査等委員） 佐 藤 一 彦 モバイルクリエイト㈱ 監査役

REALIZE㈱ 監査役

取 締 役
（監 査 等 委 員） 山 田 耕 司

㈱ダイプロ 代表取締役会長
一般社団法人全国ＬＰガス協会 会長
一般社団法人大分県ＬＰガス協会 会長

取 締 役
（監 査 等 委 員） 大 呂 紗智子 弁護士 S＆W国際法律事務所 所属

取 締 役
（監 査 等 委 員） 木 下 佳 明 税理士 木下税理士事務所 代表

（注）１．取締役奥山由実子氏、取締役（監査等委員）山田耕司氏、大呂紗智子氏及び木下佳明氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）木下佳明氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであ

ります。
３．2025年３月28日開催の第７回定時株主総会終結の時をもって、渡邉定義氏は取締役（監査等委員）を辞任いたしました。
４．取締役奥山由実子氏、取締役（監査等委員）山田耕司氏、大呂紗智子氏及び木下佳明氏は、東京証券取引所及び福岡証券

取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
５．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
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６．当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
役 名 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

常務執行役員 尾 石 上 人 REALIZE㈱ 代表取締役社長
㈱匠 取締役

執 行 役 員 大 地 隆 広
事業戦略本部長
モバイルクリエイト㈱ 取締役副社長執行役員営業部長
Mobile Create USA, Inc. CEO

執 行 役 員 永 松 和 也
財務部長
モバイルクリエイト㈱ 執行役員管理部長
㈱M.R.L 代表取締役社長

執 行 役 員 大 塚 武
㈱CAOS 代表取締役社長
モバイルクリエイト㈱ 執行役員技術部担当
㈱ケイティーエス 取締役

執 行 役 員 本 田 和 彦 REALIZE㈱ 執行役員
㈱匠 取締役

執 行 役 員 今 山 節 治 ビジネス連携室室長
㈱ケイティーエス 取締役

執 行 役 員 水 呉 公 明 ㈱ケイティーエス 代表取締役社長
REALIZE㈱ 取締役

執 行 役 員 桂 清 太 郎
商品企画室室長
㈱プライムキャスト 代表取締役社長
モバイルクリエイト㈱ 執行役員営業企画担当

執 行 役 員 山 下 昌 宏 ペイメント事業推進室担当

(2) 責任限定契約の内容の概要
当社と各監査等委員である取締役は、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにあたり善

意でかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、損害
賠償責任を負うとする契約を締結しております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社子会社の取締役（監査等委員である取締役を含む）、監査役、執行役員、管理職従

業員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しており、全ての被保険者について、特約部分も含めその保険料を全額当社が負担しております。当該保
険契約は、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含む）に起因して損害賠償請求が
なされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を補填するものです。
ただし、一定の免責額の定めを設けているほか、被保険者による違法な利益供与又は犯罪行為等に起因す

る賠償責任については当該保険契約によっても填補の対象としないこととしております。
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(4) 取締役の報酬等
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ａ．決定方針の決定方法

当社は、2021年３月15日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）の個
人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、「決定方針」という）を決定しております。当該取締役会
の決定に際しては、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締役である指名報酬委員会での
審議を踏まえております。

ｂ．役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
イ．基本方針

当社は、個々の取締役の報酬の決定に際して、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針
とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与及び
非金銭報酬としての株式報酬により構成する。

ロ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を

考慮のうえ、役位、職責、在任年数等に応じた基本報酬テーブルを作成し、当該テーブルを基準に総
合的に勘案して決定する。

ハ．業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
（業績連動報酬）
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標（KPI）を反映

した現金報酬とし、定時株主総会の終了後など毎年一定の時期に、賞与として、目標値に対する達成
度合いに応じて算出された額を支給する。かかる算出における業績指標は連結営業利益とし、目標値
は前事業年度の決算短信に記載の「連結業績予想の営業利益」とする。
（非金銭報酬）
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付

株式とし、定時株主総会の終了後など毎年一定の時期に、当社から支給された金銭報酬債権の全部を
現物出資として払い込むことにより当社普通株式の交付を受ける。かかる譲渡制限付株式の金額は、
各支給対象者の基本報酬月額に支給係数を乗じて得られる金額（基準額）とし、割当株数は、かかる
基準額を株式の発行又は処分にかかる取締役会決議の前営業日における東京証券取引所における当社
普通株式の終値で除した数（１単元未満の数は切り上げ）とする。
譲渡制限付株式は、退任時までの譲渡制限が付されており、取締役及び執行役員のいずれの地位を

も退任した日に譲渡制限を解除する。また、対象取締役が、譲渡制限期間満了前に、死亡その他正当
な理由により取締役及び執行役員のいずれの地位をも退任した場合は、権利が確定した株式について
は譲渡制限が解除され、権利確定前の株式については権利確定期間で按分し在任期間中分の株式の譲
渡制限を解除し、残りの株式は当社が無償取得する。対象取締役が譲渡制限期間満了前に、死亡その
他正当な理由なく退任した場合は、本制度で付与した株式を全て当社が無償取得する。

ニ．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する
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割合の決定に関する方針
業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の額は、基本報酬月額を算定の基礎としつつ、コーポレート

ガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、各取締役の業績向上に対するインセンティブ効果が期待できる
水準となるよう、当社の業績、他社水準、経済環境等を考慮した適切な割合とする。
なお、代表取締役については、その職責及び業績に対する影響に鑑み、譲渡制限付株式報酬の割合

を相対的に高くする。
ホ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の算出方法を指名報酬委員会に諮問
し答申を得たうえで、取締役会にて個人別の支給額及び割当株式数を決議する。

ｃ．当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿
うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につきましては、取締役会で決定された個人別の報酬等の

内容が上記決定方針と整合していることから、取締役会といたしましては当該決定方針に沿うものであ
ると判断しております。

②取締役の報酬等について株主総会の決議に関する事項
2019年３月25日開催の第１回定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額を年額

200百万円以内（当該決議に係る取締役（監査等委員を除く）の員数は８名であります。）、監査等委員であ
る取締役の報酬限度額を年額30百万円以内（当該決議に係る監査等委員である取締役の員数は４名でありま
す。）とすることを決議しております。また、同株主総会において、取締役（監査等委員を除く）に対する
報酬としての株式報酬型ストック・オプションを上記報酬限度額の範囲内で付与することを決議しておりま
す。
2021年３月29日開催の第３回定時株主総会において、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取

締役に対し、上記の報酬限度額の範囲内で年額30百万円以内（当該決議に係る取締役（監査等委員である取
締役及び社外取締役を除く）の員数は４名であります。）において、譲渡制限付株式の付与のための報酬を
支給することを決議し、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。これに伴い、従来の株式報酬型スト
ック・オプション制度を廃止し、すでに付与済みのものを除き、今後ストック・オプションとしての新株予
約権の新たな発行は行わないことといたします。

③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会が決定しており、該当事項はありません。
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④取締役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員
の員数（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬

取締役（監査等委員を除く） 94 76 3 15 4
（うち社外取締役） （1） （1） （ー） （ー） （1）
取締役（監査等委員） 14 14 ― ― 5

（うち社外取締役） （7） （7） （ー） （ー） （4）
合 計 109 90 3 15 9

（うち社外取締役） （9） （9） （ー） （ー） （5）
（注）１．上記には、2025年3月28日開催の第７回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委員）１名を含んでお

ります。
２．上記非金銭報酬の額は、譲渡制限付株式報酬に係る当事業年度中の費用計上額であります。
３．業績連動報酬の算定方法は次のとおりです。

業績連動報酬計算式：支給対象役員の月額報酬額×連結営業利益達成度に応じた支給係数
連結営業利益達成度：連結営業利益÷連結営業利益の業績予想（前事業年度の決算短信に記載）
※連結営業利益は業績連動賞与控除後数値とします。
※１万円未満は切捨とします。

（連結営業利益達成度に応じた支給係数）
連結営業利益達成度 支給係数 連結営業利益達成度 支給係数 連結営業利益達成度 支給係数

180％以上 5.0 130％以上140％未満 2.8 80％以上90％未満 1.0
170％以上180％未満 4.0 120％以上130％未満 2.7 70％以上80％未満 0.5
160％以上170％未満 3.5 110％以上120％未満 2.6 70％未満 0.0
150％以上160％未満 3.0 100％以上110％未満 2.5
140％以上150％未満 2.9 90％以上100％未満 1.5

４．当事業年度における業績連動報酬に係る指標の連結営業利益の目標額は1,100百万円、実績額は834百万円であります。

(5) 社外役員に関する事項
①社外役員の兼職その他の状況

氏 名 兼職その他の状況

奥 山 由実子 ㈱カルチャリア 代表取締役社長
㈱GSIクレオス 執行役員（戦略人事専任）

山 田 耕 司
㈱ダイプロ 代表取締役会長
一般社団法人全国ＬＰガス協会 会長
一般社団法人大分県ＬＰガス協会 会長

大 呂 紗智子 弁護士 S＆W国際法律事務所 所属

木 下 佳 明 税理士 税理士法人羽生会計事務所 大分事務所 所長
（注）当社と上記会社、法人等との間に重要な取引関係はありません。
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②社外役員の主な活動状況
氏 名 活 動 状 況（期待される役割の概要を含む）

奥 山 由実子
2025年３月28日の就任後に開催された取締役会10回のうち9回に出席

し、組織・人事コンサルティング会社の経営者としての豊富な経験と高い見
識から、人的資本経営に必要な組織活性化や人財育成に関する発言を適宜行
っております。

山 田 耕 司
当事業年度に開催された取締役会13回のうち11回に出席、監査等委員会

14回のうち12回に出席し、主に企業経営者としての豊富な経験と高い見識
から、経営判断、意思決定に必要な発言を適宜行っております。

大 呂 紗智子
当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席、監査等委員会

14回のうち14回に出席し、主に弁護士としての専門的見地から、経営判断、
意思決定に必要な発言を適宜行っております。

木 下 佳 明
2025年３月28日の就任後に開催された取締役会10回のうち10回に出席、

監査等委員会10回のうち10回に出席し、主に税理士としての専門的見地か
ら、経営判断、意思決定に必要な発言を適宜行っております。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、取締役会の決議があったものとみなす書面決議が4回ありました。

４．会計監査人に関する事項
(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 41 百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 41 百万円
（注）１．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠の妥当性などを検

討した結果、適切であると判断したため、当該報酬等の額について、会社法第399条第1項及び第3項に基づき同意を行っ
ております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明
確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計金額を
記載しております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると判断した場合に、監査

等委員全員の同意に基づき会計監査人の解任を決定いたします。
また、会計監査人の再任の可否については、監査等委員会は毎期会計監査人の適格性、独立性、監査の品

質管理状況、及び職務の遂行状況等を総合的に評価し、不再任が妥当と判断した場合、会社法第399条の２
に定める手続きに従い、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたし
ます。
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連 結 貸 借 対 照 表
2025年12月31日現在

(単位：百万円)
科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)
【流 動 資 産】 【 10,447 】【流 動 負 債】 【 4,269 】

現 金 及 び 預 金 1,889 支払手形及び買掛金 1,115
受取手形、売掛金及び契約資産 4,336 短 期 借 入 金 423
リ ー ス 投 資 資 産 1,417 １年内返済予定の長期借入金 1,216
製 品 426 未 払 法 人 税 等 246
仕 掛 品 598 未 払 消 費 税 等 90
原 材 料 1,094 賞 与 引 当 金 55
そ の 他 767 製 品 保 証 引 当 金 26
貸 倒 引 当 金 △83 そ の 他 1,094

【固 定 資 産】 【 5,192 】【固 定 負 債】 【 2,506 】
(有 形 固 定 資 産) 2,260 転換社債型新株予約権付社債 500

建 物 及 び 構 築 物 991 長 期 借 入 金 1,663
機械装置及び運搬具 207 繰 延 税 金 負 債 133
工具、器具及び備品 82 役員退職慰労引当金 24
レ ン タ ル 資 産 206 退職給付に係る負債 185
土 地 763 負 債 合 計 6,776
建 設 仮 勘 定 9 (純 資 産 の 部)

( 無 形 固 定 資 産 ) 1,009 【株 主 資 本】 【 8,367 】
の れ ん 118 資 本 金 2,074
ソ フ ト ウ エ ア 694 資 本 剰 余 金 2,452
ソフトウエア仮勘定 193 利 益 剰 余 金 4,153
そ の 他 3 自 己 株 式 △312

(投資その他の資産） 1,922 【その他の包括利益累計額】 【 364 】
投 資 有 価 証 券 809 その他有価証券評価差額金 352
繰 延 税 金 資 産 67 為 替 換 算 調 整 勘 定 11
長 期 未 収 入 金 923 【新 株 予 約 権】 【 125 】
そ の 他 131 【非支配株主持分】 【 6 】
貸 倒 引 当 金 △8 純 資 産 合 計 8,863

資 産 合 計 15,640 負 債 ・ 純 資 産 合 計 15,640
（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
自 2025年１月１日
至 2025年12月31日

(単位：百万円)
科 目 金 額

売 上 高 13,318
売 上 原 価 9,202

売 上 総 利 益 4,116
販売費及び一般管理費 3,282

営 業 利 益 834
営 業 外 収 益

受 取 利 息 2
受 取 配 当 金 19
補 助 金 収 入 2
そ の 他 17 42

営 業 外 費 用
支 払 利 息 35
そ の 他 13 49

経 常 利 益 826
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 263
関 係 会 社 株 式 売 却 益 114 378

特 別 損 失
減 損 損 失 21 21

税金等調整前当期純利益 1,183
法人税、住民税及び事業税 336
法 人 税 等 調 整 額 60 396

当 期 純 利 益 786
非支配株主に帰属する当期純利益 2

親会社株主に帰属する当期純利益 783
（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
自 2025年１月１日
至 2025年12月31日

(単位：百万円)
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当 期 首 残 高 2,059 4,037 1,921 △312 7,706
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 14 14 29
欠 損 填 補 △1,448 1,448 ―
剰 余 金 の 配 当 △151 △151
親会社株主に帰属する当期純利益 783 783
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 14 △1,585 2,232 △0 661
当 期 末 残 高 2,074 2,452 4,153 △312 8,367

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主

持 分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 323 14 337 125 3 8,172
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 29
欠 損 填 補 ―
剰 余 金 の 配 当 △151
親会社株主に帰属する当期純利益 783
自 己 株 式 の 取 得 △0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 29 △2 26 ― 3 29

当 期 変 動 額 合 計 29 △2 26 ― 3 690
当 期 末 残 高 352 11 364 125 6 8,863
（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

2026年02月27日 11時24分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 26 ―

貸 借 対 照 表
2025年12月31日現在

(単位：百万円)
科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)
【流 動 資 産】 【 1,758 】【流 動 負 債】 【 1,646 】

現 金 及 び 預 金 578 短 期 借 入 金 400
未 収 入 金 97 １年内返済予定の長期借入金 1,081
前 払 費 用 33 未 払 金 105
関係会社短期貸付金 750 未 払 費 用 13
１年内回収予定の関係会社長期貸付金 296 未 払 法 人 税 等 24
そ の 他 1 未 払 消 費 税 等 14

【固 定 資 産】 【 7,982 】 賞 与 引 当 金 0
( 有 形 固 定 資 産 ) 126 そ の 他 7

建 物 80 【固 定 負 債】 【 1,900 】
車 両 運 搬 具 0 転換社債型新株予約権付社債 500
工具、器具及び備品 11 長 期 借 入 金 1,400
土 地 35 負 債 合 計 3,547

( 無 形 固 定 資 産 ) 0 (純 資 産 の 部)
ソ フ ト ウ エ ア 0 【株 主 資 本】 【 6,067 】
そ の 他 0 資 本 金 2,074

(投資その他の資産) 7,854 資 本 剰 余 金 3,975
投 資 有 価 証 券 25 資 本 準 備 金 574
関 係 会 社 株 式 7,516 その他資本剰余金 3,400
関係会社長期貸付金 246 利 益 剰 余 金 330
長 期 前 払 費 用 5 その他利益剰余金 330
繰 延 税 金 資 産 3 繰越利益剰余金 330
そ の 他 57 自 己 株 式 △312

【新 株 予 約 権】 【 125 】
純 資 産 合 計 6,192

資 産 合 計 9,740 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,740
（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
自 2025年１月１日
至 2025年12月31日

(単位：百万円)

科 目 金 額
営 業 収 益

関 係 会 社 受 取 配 当 金 393
関 係 会 社 経 営 指 導 料 1,040
関 係 会 社 受 取 手 数 料 113 1,547

営 業 費 用
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,117

営 業 利 益 429
営 業 外 収 益

受 取 利 息 11
そ の 他 3 14

営 業 外 費 用
支 払 利 息 28
そ の 他 5 33

経 常 利 益 411
特 別 利 益

関 係 会 社 株 式 売 却 益 30 30
特 別 損 失

関 係 会 社 株 式 評 価 損 61 61
税 引 前 当 期 純 利 益 381

法人税、住民税及び事業税 47
法 人 税 等 調 整 額 3 50

当 期 純 利 益 330
（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
自 2025年１月１日
至 2025年12月31日

(単位：百万円)
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本
剰余金

資本剰余金
合 計

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 2,059 559 5,000 5,560 △1,448 △1,448
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 14 14 14
欠 損 填 補 △1,448 △1,448 1,448 1,448
剰 余 金 の 配 当 △151 △151
当 期 純 利 益 330 330
自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 14 14 △1,600 △1,585 1,779 1,779
当 期 末 残 高 2,074 574 3,400 3,975 330 330

株主資本
新 株
予約権

純資産
合 計自己株式 株主資本

合 計

当 期 首 残 高 △312 5,858 125 5,984
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 29 29
欠 損 填 補 ― ―
剰 余 金 の 配 当 △151 △151
当 期 純 利 益 330 330
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 △0 208 ― 208
当 期 末 残 高 △312 6,067 125 6,192
（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年２月26日

Ｆ Ｉ Ｇ 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
福 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 窪 田 真
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 中 晋 介

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＦＩＧ株式会社の2025年１月１日から2025年12月31

日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

ＦＩＧ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従っ
て、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す

ることにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の

記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を

報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示
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するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結
計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切
でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書
類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査
証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指
揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年２月26日

Ｆ Ｉ Ｇ 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
福 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 窪 田 真
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 中 晋 介

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＦＩＧ株式会社の2025年１月１日から2025年

12月31日までの第８期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、
会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す

ることにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他

の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を

報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類
等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない
場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第８期事業年度における取締役の職務の

執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容

並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構
築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記
の方法で監査を実施いたしました。
(1) 監査等委員会が定めた当期の監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連携の上、重要
な会議等における意思決定の過程及び内容を確認し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、主要な決裁書類その他業務執行に関する重要な書類等の内容を
閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締
役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

(2) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げ
る事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとと
もに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類 (貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年２月27日
ＦＩＧ株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 佐 藤 一 彦 ㊞
監査等委員 山 田 耕 司 ㊞
監査等委員 大 呂 紗智子 ㊞
監査等委員 木 下 佳 明 ㊞

(注)監査等委員山田耕司、大呂紗智子及び木下佳明は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する
社外取締役であります。

以 上
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ホテル日航大分　オアシスタワー
大分中央警察署大分中央警察署

大分県庁

大分市役所

大分銀行

府内５番街府内５番街

至宮崎至大分 IC

日豊本線

至別府
至別府

ガレリア竹町ガレリア竹町

国道 197号線国道 197号線

国道10号線

国道 10号線

大分城址公園大分城址公園

ＪＲ大分駅

セ
ン
ト
ポ
ル
タ
中
央
町

セ
ン
ト
ポ
ル
タ
中
央
町

大
道
バ
イ
パ
ス

大
道
バ
イ
パ
ス

株主総会会場ご案内図
会 場 大分県大分市高砂町２番48号

ホテル日航大分 オアシスタワー ５階 孔雀の間

【会場までのアクセス】 ◆ＪＲご利用の場合
ＪＲ「大分駅」下車 府内中央口(北口)より徒歩10分、タクシー５分

◆バスをご利用の場合
大分バス「オアシス広場前（東側）」下車、徒歩１分

◆大分空港よりお越しの場合
大分交通エアライナーバスで「ＪＲ大分駅前」まで６０分
ＪＲ大分駅前から徒歩10分、タクシー５分
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